
今
回
わ
か
っ
た
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
と
日
本
の
規
制
基
準

（
再
処
理
規
則
）
の
違
い

は
、
電
源
喪
失
な
ど
で
高

レ
ベ
ル
廃
液
貯
槽
の
冷
却

が
喪
失
し
た
場
合
の
廃
液

の
重
大
事
故
の
定
義
に
つ

い
て
で
す
。
放
射
能
の
自

己
崩
壊
熱
に
よ
る
廃
液
の

沸
騰
、
蒸
発
乾
固
ま
で
が

日
本
の
基
準
。
し
か
し
さ

ら
に
冷
却
が
持
続
出
来
な

い
と
、
乾
固
物
の
溶
融
、

揮
発
、
も
し
く
は
硝
酸
塩

爆
発
に
よ
る
高
レ
ベ
ル
廃

液
貯
槽
の
破
裂
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
が
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
の
重
大
事
故
基
準
で
す
。

政
府
答
弁
書
に
あ
っ
た

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
基
準

「
原
子
力
規
制
委
員
会
第

一
五
回
原
子
力
災
害
事
前

対
策
チ
ー
ム
会
合
（
二
〇
一

六
年
一
一
月
）
参
考
資
料
４
」

に
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
」
の
引

用
が
あ
り
ま
し
た
（
下
の
囲

み
参
照
）
。
そ
こ
に
は
再
処

理
工
場
の
重
大
事
故
と
し

て
「
大
容
量
液
体
貯
槽
の

破
裂
（
蒸
発
乾
固
）
」
と

記
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
破
裂
に
つ
い
て
全

く
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
今
回
の
回

答
で
規
制
委
員
会
は
、
大

容
量
廃
液
貯
槽
と
は
高
レ

ベ
ル
廃
液
貯
槽
の
こ
と
で

あ
る
と
認
め
ま
し
た
。

日
本
政
府
の
背
信
行
為

国
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
基
準

「
高
レ
ベ
ル
廃
液
貯
槽
の

破
裂
」
を
知
っ
て
い
な
が

ら
隠
し
、
再
処
理
規
則
に

は
「
蒸
発
乾
固
」
の
み
と

し
、
過
少
評
価
し
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

《天恵の海》
２０２１（令和 ３年）

１０月 ８ 日
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第１５回原子力災害事前対策に関する検討チーム会合
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再処理施設の防護措置

「IAEA 基準では再処理施設の災害対策上のハザ

ードを ①臨界事故、⓶大規模災害又は爆発（水素

爆発など）、➂大容量液体貯槽の破裂（蒸発乾固）

➃使用済み燃料貯蔵設備の事故と定めている」

再
処
理
安
全
質
問
主
意
書
を
提
出

私
た
ち
三
陸
の
海
岩
手
の
会
は
、
本
年

の
通
常
国
会
で
福
島
み
ず
ほ
参
議
院
議
員

を
通
じ
て
政
府
・
原
子
力
規
制
委
員
会
に

六
ケ
所
再
処
理
工
場
の
重
大
事
故
の
防
止

に
つ
い
て
質
問
主
意
書
を
二
回
に
わ
た
り

提
出
し
、
そ
の
後
も
関
連
質
問
書
を
担
当

部
署
へ
二
通
提
出
し
ま
し
た
。

質
問
の
趣
旨
は
「
約
二
二
〇
立
方
㍍
も

溜
ま
っ
て
い
る
超
危
険
な
高
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
液
の
大
事
故
防
止
」
で
す
。
そ
の
経

緯
は
天
恵
の
海
第
二
一
九
号
・
二
二
〇
号

で
報
告
し
ま
し
た
。

日
本
の
再
処
理
規
制
は

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
基
準
を
隠
し
て
制
定

日
本
全
国
の
原
発
の
使
用
済
み
核
燃
料

を
集
め
て
化
学
処
理
す
る
再
処
理
工
場

は
、
膨
大
な
放
射
性
物
質
を
扱
い
、
万
が

一
に
も
高
レ
ベ
ル
廃
液
が
事
故
を
起
こ
せ

ば
、
日
本
全
土
、
更
に
は
北
半
球
に
及
ぶ

被
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
政
府
・
事
業
者
の
細
心
・
真
剣

な
安
全
策
を
期
待
し
、
質
問
を
繰
り
返
し

ま
し
た
。
し
か
し
分
っ
た
こ
と
は
、
「
日

本
の
再
処
理
管
理
規
則
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
重
大

事
故
基
準
（
高
レ
ベ
ル
廃
液
貯
槽
破
裂
）

を
隠
し
て
制
定
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
重

大
な
背
信
の
事
実
で
し
た
。

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11533148/www.nsr.go.jp/data/000171090.pdf


Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準

英
文
原
典
の
所
在
を
問
う

原
子
力
規
制
委
員
会
へ

質
問
書
提
出
し
回
答
得
る

福
島
議
員
は
政
府
答
弁

書
に
関
わ
り
確
認
の
た
め
、

「
再
処
理
工
場
の
重
大
事

故
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
の
原

典
」
の
所
在
に
つ
い
て
、
原

子
力
規
制
委
員
会
へ
二
回

に
わ
た
り
質
問
書
を
提
出

し
回
答
書
を
得
ま
し
た
。
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
の
原
文
所
在

は
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

安
全
指
針

№
・
Ｇ
Ｓ-

Ｇ-

２
・
１
」
と

い
う
書
類
で
あ
る
と
の
回

答
で
し
た
（
上
の
囲
み
参
照
）
。

大
型
貯
蔵
タ
ン
ク
が
破
裂

す
る
と
・
・
・

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
再
処
理
工
場

の
「
安
全
指
針
」
に
は
、「
大

型
貯
蔵
タ
ン
ク
が
破
裂
す

る
と
、
広
範
な
介
入
を
必
要

と
す
る
汚
染
が
生
じ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
脅
威
区
分
は
Ⅰ

ま
た
は
Ⅱ
ま
た
は
Ⅲ
。
施
設

外
に
重
篤
な
確
定
的
影
響

を
も
た
ら
す
放
射
能
物
質

を
有
す
る
施
設
で
あ
る
」
と

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本

の
再
処
理
規
則
の
「
蒸
発
・

乾
固
」
は
な
く
、
「
高
レ
ベ

ル
放
射
性
タ
ン
ク
の
破
裂
」

と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
文
書
に

は
「
脅
威
区
分
の
基
準
」
が

あ
り
、
六
ケ
所
再
処
理
工
場

の
使
用
済
み
核
燃
料
プ
ー

ル
は
区
分
Ⅰ
に
該
当
し
、
さ

ら
に
高
レ
ベ
ル
廃
液
の
含

有
放
射
能
の
計
算
（
安
全
指

針
ｐ

７
９

附
属
表
Ⅲ
）

か
ら
高
レ
ベ
ル
廃
液
貯
槽

も
区
分
Ⅰ
に
該
当
す
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

住
民
避
難
計
画
の
Ｐ
Ａ
Ｚ

（
予
防
措
置
区
域
）
を
新
設

し
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
（
緊
急
防
護
措
置

計
画
区
域
）
を
拡
大
せ
よ
！

こ
の
区
分
に
は
重
大
な

意
味
が
あ
り
ま
す
。
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
基
準
に
よ
る
な
ら
ば
、
六

ケ
所
再
処
理
工
場
の
Ｐ
Ａ

Ｚ
（
予
防
防
護
措
置
区
域
…

現
在
な
し
）
を
半
径
三
～
五

㌔
メ
ー
ト
ル
に
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ

（
緊
急
時
防
護
措
置
計
画

区
域
…
現
在
半
径
五
㌔
メ

ー
ト
ル
）
を
五
～
三
〇
㌔
メ

ー
ト
ル
に
変
更
す
る
べ
き

で
す
。

今
回
の
総
選
挙
こ
そ
、
原
発
・

核
燃
再
処
理
を
争
点
に
し
よ
う

私
た
ち
が
も
っ
と
も
お

そ
れ
て
い
る
再
処
理
工
場

の
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
液

貯
槽
の
事
故
に
つ
い
て
旧

西
ド
イ
ツ
政
府
は
一
九
七

六
年
に
再
処
理
工
場
重
大

事
故
評
価
を
行
い
ま
し
た
。

事
故
が
起
こ
れ
ば
国
民
の

半
数
死
亡
と
い
う
恐
ろ
し

い
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結

果
で
し
た
が
、
こ
の
事
実
が

報
道
さ
れ
る
と
西
ド
イ
ツ

で
は
再
処
理
工
場
反
対
の

声
が
盛
り
上
が
り
再
処
理

工
場
建
設
を
中
止
さ
せ
ま

し
た
。
私
た
ち
も
再
三
に
わ

た
っ
て
、
再
処
理
工
場
は
危

険
で
あ
る
と
主
張
し
、
貯
槽

事
故
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
要
求
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
い
つ
も
政
府
や
事

業
者
の
回
答
は
「
（
法
に
則

り
）
蒸
発
乾
固
の
評
価
を
し

て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
し

た
。
日
本
政
府
は
「
福
島
原

発
事
故
の
教
訓
に
よ
り
起

こ
る
可
能
性
の
あ
る
事
故

は
す
べ
て
評
価
す
る
」
と
し

て
「
世
界
一
」
の
安
全
基
準

で
も
っ
て
審
査
し
て
き
た

は
ず
で
す
。
貯
槽
事
故
が

「
蒸
発
乾
固
」
で
収
ま
る
と

の
楽
観
的
予
測
に
は
合
理

的
根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。
最

悪
事
態
を
想
定
し
安
全
審

査
を
や
り
直
す
べ
き
で
す
。

□IAEA Arrangements for Preparedness for a Nuclear or

Radiological Emergency (IAEA 核あるいは放射線の緊急時の準備と段取り)

□Reprocessing of spent fuel (使用済み燃料の再処理)

□TABLE6.TYPICAL THREAT CATEGORIES OF PRACTIES（cont.)

(表６ 実践上の典型的な脅威区分< 続き>）

・ Threat summary （脅威の概要） （注１：「安全指針」ｐ６８）

Ruptures of large liquid storage tanks could result in

contamination that would warrent extensive intervention.

This will be a function of inventory and volatility.

大型の液体貯蔵タンクの破裂は、広範な介入を必要とする汚染を生じ

させるであろう。これは含有放射能とその揮発放射能の作用による。

・ Typical threat category a １orⅡor Ⅲ＊２ （注２：「安全指針」Ｐ２７）
（表４ 施設および行為の緊急事態脅威区分を判断するために推奨される基準）

脅威区分Ⅰ：施設外に重篤な確定的影響をもたらす、放射性物質を有する施設。

脅威区分Ⅱ：敷地外に緊急防護措置をとることを正当化する放射性物質を有する施設。

脅威区分Ⅲ：敷地内に緊急防護措置を取ることを正当化する放射性物質を有する施設。

IAEA SAFETY STANDARDS （国際原子力機関 安全指針）

for protecting people and environment No.GS-G-2.1
（人々と環境の防護のために）

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1265web.pdf (英文原典)

《再処理・岩手の環境》所収

210916Q&A&C.pdf (coocan.jp)

『ＩＡＥＡ基準を隠し、高レベル廃液

重大事故を過少評価して来た国』
福島みずほ議員の質問主意書、

質問書から見えてきたこと
（質問書・回答書の経緯と分析）

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1265web.pdf
http://sanriku.my.coocan.jp/210916Q&A&C.pdf

